
行
政
機
関

民
間
事
業
者

国
民

マイナンバーの提示

各種法定調書や被保険者資格取得届等にマイ
ナンバーを記載し、行政機関等に提出します。

法律で定められた事務以外でマイナンバーを
利用することはできません。

金融機関の顧客
原稿の執筆者など

従業員や
その扶養家族

年金事務所
健康保険組合
ハローワーク

税務署
市町村
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政
策
課　

☎
６
３
・
６
３
０
３

　
民
間
事
業
者
の
皆
さ
ま
も
マ
イ
ナ
ン
バ
ー（
個
人
番
号
）を
扱
い
ま
す　

◆
保
管
・
廃
棄

　
　

・
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
が
記
載
さ
れ
た
書
類
は
、
必
要
が
あ
る
場
合
に
限
り
保
管
し
続

　
　
　

け
る
こ
と
が
可
能
で
す
が
、
不
必
要
に
な
っ
た
場
合
に
は
、
速
や
か
に
廃
棄
・

　
　
　

削
除
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　
◆
安
全
管
理
措
置

　
　

・
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
含
む
個
人
情
報
の
取
扱
い
は
、
従
来
の
個
人
情
報
よ
り
も
厳

　
　
　

格
に
行
う
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　
　

・
管
理
方
法
は
、
事
業
内
容
や
規
模
に
合
わ
せ
て
検
討
し
て
く
だ
さ
い
。

＊
詳
し
い
情
報
は
、
内
閣
官
房
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。（「
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
」

　

で
検
索
し
て
く
だ
さ
い
。）

市
民
課
か
ら
の
お
知
ら
せ　
　
　
　
　
　

市
民
課　

☎
６
３
・
６
３
０
６

■
通
知
カ
ー
ド
の
発
送
時
期
に
つ
い
て
の
お
知
ら
せ

　
　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
（
個
人
番
号
）
を
記
載
し
た
「
通
知
カ
ー
ド
」
は
、
国
立
印

　

刷
局
で
印
刷
し
、
全
国
の
市
区
町
村
に
10
月
中
旬
以
降
順
次
発
送
さ
れ
て
い
る

　

と
こ
ろ
で
す
。
な
お
、現
時
点
で
の
本
市
へ
の
発
送
時
期
は
11
月
中
旬
頃
と
な
っ

　

て
お
り
、
11
月
末
ま
で
に
は
市
民
の
皆
さ
ま
の
お
手
元
に
お
届
け
で
き
る
予
定

　

で
す
。
ご
心
配
を
お
か
け
し
ま
す
が
、
今
し
ば
ら
く
お
待
ち
く
だ
さ
い
。

■
通
知
カ
ー
ド
・
個
人
番
号
カ
ー
ド
に
関
す
る
お
問
い
合
わ
せ  

＊
通
話
料
が
か
か
り
ま
す
。

　
【
日
本
語
窓
口
】
☎
０
５
７
０
・
７
８
３
・
５
７
８

　
【
外
国
語
窓
口
】
☎
０
５
７
０
・
０
６
４
・
７
３
８

　
　
　
　
　
　
　
　

８
時
30
分
～
22
時

　
　
　
　
　
　
　
　
（
平
成
28
年
４
月
以
降　

８
時
30
分
～
17
時
30
分
）

　
　
　
　
　
　
　
　

９
時
30
分
～
17
時
30
分

　
　

＊
年
末
年
始
を
除
く
。

　

国
民
の
一
人
ひ
と
り
に
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
（
個
人
番
号
）
が
割
り
当
て
ら
れ
、
平
成
28

年
１
月
か
ら
、
社
会
保
障
・
税
・
災
害
対
策
の
行
政
手
続
で
使
用
が
始
ま
り
ま
す
。
こ

れ
に
伴
い
民
間
事
業
者
の
皆
さ
ま
も
、
税
や
社
会
保
険
の
手
続
で
、
従
業
員
な
ど
の
マ

イ
ナ
ン
バ
ー
を
取
り
扱
い
ま
す
。

■
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
取
扱
い
は
、
事
業
の
規
模
に
関
わ
ら
ず
全
て
の
事
業
者
に
適
用
さ

　
れ
ま
す

■
事
業
者
が
注
意
す
べ
き
４
つ
の
ポ
イ
ン
ト

　
◆
取
得

　
　

・
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
従
業
員
な
ど
か
ら
取
得
す
る
と
き
は
、
利
用
目
的
を
き
ち
ん

　
　
　

と
明
示
し
て
く
だ
さ
い
。

　
　

・
他
人
の
な
り
す
ま
し
な
ど
を
防
止
す
る
た
め
に
、
本
人
確
認
は
厳
格
に
行
っ
て

　
　
　

く
だ
さ
い
。

　
◆
利
用
・
提
供

　
　

・
事
業
者
は
税
や
社
会
保
険
に
関
す
る
手
続
書
類
に
従
業
員
な
ど
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

　
　
　

を
記
載
し
て
行
政
機
関
な
ど
に
提
出
し
ま
す
。
法
律
で
定
め
ら
れ
た
事
務
以
外

　
　
　

で
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
利
用
・
提
供
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

マイナンバー　
　キャラクター
マイナちゃん

平成26年度
地域提案型事業の実施結果をお知らせします

政策課　☎ 63−6303

6,520,580円
事 業 名（提案団体）地区 補助額（円）

六地蔵地区地域活性化推進事業
（善通寺六地蔵地区地域活性化推進会）
前池オニバス保存環境整備事業

（前池オニバス保存会）
東部地区防犯パトロール実施事業

（東部っ子パトロール隊）
東部地区地域防災対策強化事業

（東部地区自主防災会）
わんぱく寺子屋（西部校区子ども会）
西部地区市民ふれあいハイキング大会（絆の会西部）
要援護者見守り連携事業（西部地区社会福祉協議会）
公園の花壇整備事業（西部長寿会）

蛍幼虫の放流と蛍まつり事業
（竜川地区環境推進連合会）
竜川地区安全安心サミット事業

（竜川地区安全安心パトロール隊）
シカシカ踊り後継者育成事業

（シカシカ踊り保存会）
前池つつじ公園のクズカズラ、クマザサ除去作業

（竜川地区環境推進連合会）
竜川地区民「朝のさわやかラジオ体操会」

（竜川地区体育振興会）
竜川地区民運動会（竜川地区体育振興会）

災害時避難所開設訓練実施事業
（南部地区自主防災会）
南部地区防犯パトロール実施事業

（南部地区自主防犯会）

さつま芋栽培体験事業（与北地区連合自治会）
与北地区サマーフェスタ（地域盛り上げ実行委員会）
里山づくり事業（里山（御野立公園）を守る会）
ふるさとハイキング（与北地区体育振興会）
筆岡幼稚園地域交流活性事業（筆岡幼稚園PTA）
安全安心パトロール実施事業

（筆岡地区安全安心パトロール隊）
姉妹都市とのコミュニティ交流推進事業

（筆岡地区コミュニティ協議会）
筆岡スポーツ交流地域活性事業

（筆岡スポーツ振興会）

　地域提案型事業は、地域の活
性化と特色あるまちづくりの
推進を目的として実施していま
す。昨年度、市内８地区の各種
団体から提案があった事業につ
いて、右のとおり実施しました
ので、お知らせします。

　事業のさらなる充実を図るた
め、市が設置した「地域提案型
事業審査会」で事後評価審査を
行いました。

【評価結果】
　昨年度に引き続き、各団体の
事業実績についての評価は良好
であり、さらなる市民の主体的
な地域づくりの推進を期待する
内容となりました。
　具体的な指摘事項として、

　・予算額と決算額に大きな
　　差が生じないよう、事業
　　計画段階で予算の精緻化
　　を図ること。

　・事業の内容に大きな変更
　　が生じるような場合は、
　　事前相談を行うなど注意
　　が必要であること。

　などが挙げられました。
　今後も引き続き、各団体の事
業内容が、より実りあるものに
なっていくことを期待します。 吉原地区市民ハイキング大会（吉原地区連合自治会）

吉原地区自主防災合同訓練実施事業
（吉原地区自主防災会）
コミュニティ紙発行事業（吉原地区社会福祉協議会）
ふれあい野菜作り事業（吉原教育振興会）

補助総額

事業の事後評価

895,000

38,054

174,537

482,500

33,238
436,326
224,797
101,600

705,000

231,800

100,000

460,000

116,392

100,000

58,534

144,222
64,000

356,000
209,000

42,000
100,000

246,200

110,000

220,000

304,000

389,880

100,000
77,500

中央

東部

西部

南部

竜川

与北

筆岡

吉原

土
日
・
祝
日

平　
　
　
日




